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は
じ
め
に

　

中
世
宗
像
地
方
の
一
元
的
支
配
者
で
あ
っ
た
宗
像
大
宮
司
家
と
の
所
縁
を
伝

え
る
家
系
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
相
伝
さ
れ
て
き
た
古
文
書
類
を
紹
介
し
た
い
。

現
在
の
所
有
者
が
大
阪
府
在
住
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
史
料
群
を
「
大
阪
宗

像
家
文
書
」
と
総
称
し
よ
う
。

　

宗
像
大
宮
司
家
は
、
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
に
大
宮
司
氏
貞
が
病
没
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
断
絶
し
、
大
宮
司
家
が
営
ん
で
き
た
社
領
経
営
も
終
焉
を
迎

え
た
。
大
阪
宗
像
家
文
書
は
そ
の
後
の
余
滴
の
よ
う
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
人
々

が
結
び
合
う
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
歴
史
」
は
人
々
が
時
の

流
れ
に
残
し
た
足
跡
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
史
料
群
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

特
筆
す
べ
き
中
世
文
書
二
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

宗
像
市
は
新
修
宗
像
市
史
編
纂
に
協
力
し
て
い
た
だ
く
か
た
ち
で
、
平
成

二
十
八
年
に
所
蔵
者
か
ら
史
料
群
の
画
像
の
提
供
を
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
全
体
像
を
紹
介
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
こ
で

紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

制
作
の
背
景

　

大
阪
宗
像
家
文
書
は
、
二
巻
の
巻
子
本
か
ら
な
る
。
一
巻
に
は
、
中
世
文
書

二
十
五
通
と
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
覚
書
と
、
「
伝
勘
合
印
」
の
印
影
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
巻
は
「
宗
像
系
図
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ

一
つ
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
中
世
文
書
の
殆
ん
ど
は
宗
像
大
社
が

所
蔵
す
る
も
の
の
精
巧
な
臨
写
史
料
で
あ
る
。
花
押
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
字

配
り
、
文
字
そ
の
も
の
も
原
本
と
酷
似
し
て
お
り
、
原
本
を
見
な
が
ら
作
成
さ

れ
た
写
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
臨
写
史
料
の
作
成
に
は
、
断

絶
し
た
宗
像
大
宮
司
家
に
関
わ
り
あ
る
人
々
が
携
わ
っ
て
い
た
。

　

宗
像
を
離
れ
た
長
門
国
萩
の
地
で
、
江
戸
時
代
に
二
つ
の
家
系
が
交
わ
り
を

持
っ
た
。

　

萩
藩
毛
利
家
の
重
臣
草
刈
家
。
戦
国
時
代
、
草
刈
重
継
は
戦
国
大
名
毛
利
元

就
三
男
小
早
川
隆
景
の
家
臣
で
あ
り
、
隆
景
と
共
に
豊
臣
秀
吉
の
九
州
征
伐
に

随
行
し
た
。
天
正
十
五
年
、
島
津
氏
を
屈
服
さ
せ
た
秀
吉
は
、
帰
路
し
ば
ら
く

筑
前
箱
崎
に
滞
在
し
た
。
宗
像
に
残
る
記
録
類
は
、
大
宮
司
氏
貞
を
亡
く
し
た

宗
像
家
家
臣
が
秀
吉
に
謁
見
し
た
こ
と
、
氏
貞
の
娘
を
秀
吉
が
見
染
め
た
こ
と

な
ど
の
説
話
を
伝
え
て
い
る
。
当
時
の
正
確
な
事
情
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
に
生
じ
た
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
、
氏
貞
の
娘
は
草
刈

重
継
に
嫁
し
た
。
隆
景
の
死
後
重
継
は
毛
利
輝
元
に
仕
え
る
が
、
関
ケ
原
合
戦

を
経
て
毛
利
氏
は
周
防
、
長
門
に
減
封
さ
れ
て
萩
の
指
月
城
を
藩
主
の
居
城
と

　

大
阪
宗
像
家
文
書
の
紹
介

河
窪 

奈
津
子

《
史
料
紹
介
》
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し
、
重
継
も
萩
に
移
っ
た
。
妻
と
し
た
氏
貞
の
娘
（
長
女
と
伝
え
る
）
の
死
去

に
よ
り
、
も
う
一
人
の
娘
（
次
女
と
伝
え
る
）
が
重
継
の
後
妻
と
な
っ
た
。
同

時
で
あ
っ
た
の
か
時
間
差
が
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
宗
像
大
宮
司

家
再
興
の
望
み
が
潰
え
た
氏
貞
の
後
家
は
、
大
宮
司
家
相
伝
の
古
文
書
類
を
携

え
て
萩
へ
赴
い
た
。
こ
う
し
て
宗
像
大
宮
司
家
の
史
料
は
草
刈
家
の
所
蔵
と

な
っ
た
。
そ
の
後
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
に
返
還
さ
れ
て
、
現
在
の
重
要
文

化
財
宗
像
神
社
文
書
の
根
幹
を
な
す
史
料
群
と
な
り
、
翻
刻
と
影
印
本
を
併
せ

た
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た

（
註
１
）

。

　

萩
藩
の
御
用
商
人
宗
像
家
。
こ
の
宗
像
家
に
は
宗
像
大
宮
司
家
の
一
族
で
あ

る
と
い
う
家
伝
が
あ
る
。
大
宮
司
氏
貞
は
、
父
の
正
氏
が
中
国
地
方
を
本
拠
地

と
し
た
戦
国
大
名
大
内
義
興
に
属
し
、
在
住
し
て
い
た
周
防
国
で
生
ま
れ
育
っ

た
。
父
の
死
、
さ
ら
に
正
氏
が
猶
子
と
し
た
一
族
の
氏
男
も
死
去
し
た
こ
と
で
、

宗
像
大
宮
司
家
の
継
承
争
い
が
起
き
た
。
氏
貞
を
戴
く
一
派
と
そ
の
反
対
派
が

対
立
し
た
が
、
氏
貞
派
が
反
対
派
を
弑
逆
し
て
勝
利
し
た
。
宗
像
地
方
で
は
「
菊

姫
怨
霊
伝
説
」
と
し
て
そ
の
後
の
祟
り
が
広
く
語
ら
れ
て
い
る
。
御
用
商
人
宗

像
家
は
、
こ
の
時
の
難
を
逃
れ
た
幼
い
男
の
子
が
長
門
国
に
隠
れ
住
ん
で
成
長

し
、
次
の
代
に
萩
で
商
人
と
な
り
宗
像
家
の
祖
と
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

　

草
刈
家
と
宗
像
家
は
、
異
な
る
事
情
の
も
と
に
萩
に
住
ん
だ
。
そ
こ
に
ど
の

よ
う
な
邂
逅
が
生
ま
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
宗
像
大
宮
司
家
相

伝
文
書
を
所
有
す
る
藩
士
草
刈
家
と
の
身
分
を
超
え
た
交
わ
り
を
得
た
商
人
宗

像
家
が
、
古
文
書
類
を
臨
写
し
て
現
在
に
伝
え
た
と
い
う
経
緯
と
し
て
理
解

す
る
他
は
あ
る
ま
い
。
商
人
宗
像
家
は
、
草
刈
家
が
所
蔵
す
る
古
文
書
か
ら

二
十
五
点
を
選
択
し
て
書
写
し
、
こ
れ
ら
を
家
宝
と
し
て
守
り
伝
え
て
現
在
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
二
十
五
点
の
選
択
基
準
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
い
わ
ゆ
る
公
文
書
が
多
い
こ
と
と
、
大
内
氏
関
係
文
書
が
多
い
こ
と
は
指

摘
で
き
る
。

　

さ
ら
に
両
家
は
、
系
図
を
作
成
し
た
。
宗
像
大
宮
司
家
に
相
伝
さ
れ
て
い
た

系
図
類
も
草
刈
家
に
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
古
文
書
類
と
を
基
に
し

て
作
成
さ
れ
た
「
宗
像
大
宮
司
家
系
図
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
詳
細
な

内
容
か
ら
は
系
図
の
作
成
を
生
業
と
す
る
人
々
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
触
れ
る
能
力
は
有
さ
な
い
。
両
家
の
系
図
は
宗
像

氏
貞
ま
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
を
綴
っ
て
い
る
。

作
成
年
代

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
草
刈
家
は
所
蔵
し
て
い
た
宗
像
大
宮
司
家
相
伝
文
書
を

天
明
七
年
に
返
還
し
た
。
宗
像
家
に
よ
る
臨
写
は
こ
れ
以
前
で
あ
る
。
そ
の
時

期
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
に
、
（
年
欠
）
三
月
十
六
日
草
刈
継
紀
宗
像
社
什
書
覚

（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
一
八
九
号
、
注
解
執
筆
山
口
隼
正
）
が
あ
る
。
端

裏
書
に
は
「
宗
像
什
書
之
類
古
筆
改
所
江
遣
時
注
文
」
と
あ
る
。
注
解
内
容
の

通
り
こ
の
と
き
の
古
筆
家
は
古
筆
了
栄
で
あ
り
、
宗
像
大
社
文
書
に
残
る
極
書

の
極
印
は
了
栄
の
も
の
と
、
門
人
藤
本
了
因
（
箕
山
）
の
も
の
の
二
種
類
に
限

ら
れ
る

（
註
２
）

。
草
刈
継
紀
の
依
頼
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
極
書
は
、
文
書
に
付
け

ら
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
返
還
さ
れ
た

（
註
３
）

。
一
方
大
阪
宗
像
家
文
書
で
は
、
極
書

は
全
く
書
写
さ
れ
て
い
な
い
。
臨
写
の
時
期
は
、
継
紀
が
古
筆
家
に
鑑
定
を
依

頼
す
る
以
前
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
継
紀
の
生
没
年
は
寛
文
四
―
元
禄
六
年

（
一
六
六
四
―
九
三
）
で
あ
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
臨
写
と
推
定
さ
れ
る
。
大

阪
宗
像
家
文
書
の
な
か
に
、
「
永
万
元
ヨ
リ
天
和
元
マ
テ
五
百
十
七
年
ニ
成
」
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と
い
う
押
紙
が
あ
る
。
永
万
元
（
一
一
六
五
）
年
と
は
、
最
古
の
文
書
で
あ
る

八
条
院
庁
下
文
の
年
号
で
あ
る
。
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
が
臨
写
の
年
で
あ
っ

た
可
能
性
も
考
え
て
良
か
ろ
う
。

個
別
史
料
紹
介

　

中
世
文
書
二
十
五
通
と
系
図
に
つ
い
て
個
別
に
紹
介
し
よ
う
。

　

現
状
は
編
年
の
巻
子
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
順
に
一
か
ら
番
号
を
付
け

て
文
書
名
を
示
す
と
共
に
、
括
弧
内
に
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
に
お
け
る

原
本
の
収
録
番
号
を
示
し
た
。
史
料
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
注
解
・
大
意

を
参
照
願
い
た
い
。

一　
　

八
条
院
庁
下
文
写　

永
万
元
（
一
一
六
五
）
六
月
廿
九
日　

（
六
）

　

連
署
者
筆
頭
に
、
原
本
に
は
な
い
押
紙
「
花
山
院
太
政
大
臣
忠
雅
」
が
付
く
。

人
名
比
定
に
誤
り
は
な
い
。
原
本
、
写
共
に
人
名
比
定
の
押
紙
が
付
け
ら
れ
た

史
料
は
多
い
が
、
押
紙
を
付
け
た
人
物
や
文
言
は
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
共

同
作
業
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
し
た
「
永
万
元
ヨ
リ
天
和
元
マ
テ
五
百
十
七
年
ニ
成
」
と
い
う
押
紙
か

ら
、
こ
の
文
書
が
最
古
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二　
　

関
東
御
教
書
写　

建
久
二
（
一
一
九
一
）
年
八
月
一
日　

（
二
七
）

　

原
本
の
北
条
盛
時
の
裏
花
押
も
写
し
と
っ
て
お
り
、
草
刈
家
所
蔵
文
書
は
未

表
装
の
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
原
本
に
は
盛
時
署
名
右
横
に
押
紙
「
民
部
丞

頼
朝
之

奉
行

」
が
あ
る
が
、
こ
の
写
で
は
本
紙
に
直
接
書
い
て
お
り
既
に
押
紙
が
付
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

袖
に
押
紙
「
松
木
権
中
納
言
宗
家
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
前
号

の
八
条
院
庁
下
文
写
の
連
署
第
三
位
者
に
付
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
を

経
て
正
し
い
場
所
が
忘
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

三　
　

関
東
下
知
状
写　

建
永
元
（
一
二
〇
六
）
年
七
月
十
四
日　

（
三
八
）

　

袖
に
押
紙
「
一
色
駿
河
守
」
が
付
く
が
、
実
は
こ
の
後
に
紹
介
す
る
二
五
号

文
書
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

四　
　

関
東
御
教
書
写　

建
保
五
（
一
二
一
七
）
七
月
廿
四
日　

（
三
九
）

　

署
名
右
横
に
押
紙
「
二
階
堂
行
光
」
と
あ
り
、
人
名
比
定
は
正
し
い
。
こ
の

押
紙
は
原
本
に
は
な
い
。
ま
た
、
原
本
に
は
極
書
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

五　
　

藤
原
隆
頼
譲
状
写　

承
久
三
（
一
二
二
一
）
年
七
月
廿
一
日　

（
五
六
）

　

袖
に
押
紙
「
日
野
資
定
従
三
位　

宮
内
大
輔
」
が
あ
る
が
、
本
来
は
八
号
に

付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
人
名
比
定
は
正
し
い
。
原
本
に
は
極
書
が
あ
る
。

六　
　

筑
前
国
司
庁
宣
写　

寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
四
月
五
日　

（
八
）

　

特
筆
事
項
は
な
い
。

七　
　

関
東
御
教
書
写　

建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
八
月
三
日　

（
三
〇
）

　

袖
に
押
紙
「
勧
修
寺
経
俊　

後
ニ
正
二
位
中
納
言
」
が
あ
る
が
、
本
来
は
八

号
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
人
名
比
定
は
正
し
い
。
執
権
、
連
署
の
官
途

右
に
そ
れ
ぞ
れ
押
紙
「
最
明
寺
時
頼
」
、
「
北
条
重
時
」
が
付
け
ら
れ
、
人
名
比

定
は
正
し
い
。
原
本
に
極
書
は
あ
る
が
、
押
紙
は
な
い
。

八　
　

大
宮
院
庁
下
文
写　

建
長
八
（
一
二
五
六
）
年
正
月
日　

（
一
〇
）

　

上
下
二
段
に
連
署
者
十
六
人
が
連
な
る
文
書
で
あ
り
、
原
本
に
は
人
名
比
定

の
押
紙
は
全
く
な
い
が
、
こ
の
写
に
は
十
三
点
、
写
五
号
と
写
七
号
に
移
動
し

て
し
ま
っ
た
押
紙
二
点
を
あ
わ
せ
て
十
五
点
の
押
紙
が
押
さ
れ
て
い
る
。
連
署

筆
頭
者
の
四
条
隆
親
に
は
押
紙
が
な
く
、
連
署
者
に
連
な
ら
な
い
「
大
炊
御
門

実
矩　

後
ニ
従
一
位
太
政
大
臣
」
と
い
う
押
紙
が
あ
る
。
正
し
い
位
置
に
な
い

押
紙
も
あ
る
が
、
人
名
比
定
の
正
解
率
は
高
い
。
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九　
　

将
軍
家
政
所
下
文
写　

仁
治
二
（
一
二
四
一
）
年
九
月
十
日　

（
四
一
）

　

原
本
に
は
な
い
押
紙
「
将
軍
頼
嗣
公
」
が
あ
る
が
、
正
し
く
は
四
代
将
軍
藤

原
頼
経
で
あ
る
。
原
本
、
写
共
に
連
署
筆
頭
、
第
二
位
、
第
六
位
、
第
七
位
の

四
人
に
押
紙
が
付
き
、
原
本
、
写
共
に
同
人
物
に
比
定
し
て
い
る
。
筆
頭
者
に

は
「
藤
原
基
綱
判
」
と
あ
る
が
、
正
し
く
は
藤
原
（
二
階
堂
）
行
綱
で
あ
る
。

第
二
位
の
「
北
条
泰
時
判
」
、
第
六
位
の
「
長
井
泰
秀
判
」
は
正
し
い
。
第
七
位

の
「
北
条
経
時
判
」
は
誤
り
で
正
し
く
は
北
条
朝
直
で
あ
る
。
こ
の
写
九
号
だ

け
が
人
名
比
定
し
た
署
判
者
が
原
本
と
同
じ
で
、
同
じ
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。

押
紙
作
成
は
共
同
作
業
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
相
談
し
た
り
尋
ね
合
っ
た

り
と
い
う
事
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
〇　

六
波
羅
施
行
状
写　

弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
十
二
月
二
日　

（
四
七
）

　

原
本
に
は
な
い
押
紙
が
連
署
者
に
「
北
条
時
国
」
、
「
北
条
時
村
」
と
付
き
、

ど
ち
ら
も
正
し
い
。
原
本
で
は
、
陸
奥
守
右
横
に
「
北
条
家
義
政
奉
行
」
と
あ

り
、
時
村
を
誤
っ
て
い
る
。

一
一　

大
宰
府
守
護
所
下
文　

弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
十
二
月
廿
日
（
下
図
版
）

　

『
宗
像
郡
誌
』
中
編
（
伊
東
尾
四
郎
編
、
昭
和
六
年
）
の
「
編
年
宗
像
古
文
書
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ
る
。
凡
例
で
「
宗
像
神
社
（
現
在
の
社
号
は
宗

像
大
社
）
以
外
に
存
せ
る
も
の
に
は
首
に
◎
印
を
附
く
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
通

り
に
◎
印
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
宗
像
郡
誌
』
を
引
い
て
宗
像
大
社
所

蔵
と
誤
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

（
註
４
）

。
所
蔵
者
を
訪
問
し
て
実
見
し
た
と
こ

ろ
原
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
大
方
の
ご
意
見
を
賜
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
草
刈
家
か
ら
宗
像
家
へ
移
譲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二　

足
利
義
詮
袖
判
下
文
写　

文
和
二
（
一
三
五
三
）
年
三
月
七
日
（
九
二
）

　

案
文
の
紙
背
に
今
川
了
俊
が
正
文
を
確
認
し
た
旨
を
書
い
た
も
の
の
写
で
あ

大宰府守護所下文
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る
。
裏
書
、
了
俊
花
押
も
書
か
れ
て
お
り
、
臨
写
の
時
点
で
は
未
表
装
で
あ
っ

た
。
原
本
に
は
極
書
と
「
芹
田
稲
光
御
下
文
」
と
い
う
押
紙
が
あ
る
が
、
共
に

写
に
は
な
い
。

一
三　

足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
写
（
断
簡
）　

文
和
二
（
一
三
五
三
）
年
十
二
月

　
　

廿
五
日　

（
一
九
二
）

　

宗
像
大
社
所
蔵
分
、
つ
ま
り
草
刈
家
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
も
写
で
断
簡
で

あ
る
。
応
永
十
六
（
一
四
〇
九
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
宗
像
社
家
文
書
惣
目
録
』

を
見
る
と
、「
本
家
米
免
許
文
書
」
項
に
「
一
通　

尊
氏
将
軍
御
下
文　

文
和
二

年
十
二
月
廿
五
日　

但
神
事
興
行
募　

軍
功
之
賞
文
言
有
之
」
と
あ
る
も
の
に

相
当
す
る
。
こ
の
後
に
正
文
は
断
簡
と
な
り
そ
れ
が
写
さ
れ
、
さ
ら
に
正
文
の

断
簡
も
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
下
文
を
施
行
し
た
文
書
が
現
存
す

る
こ
と
か
ら

（
註
５
）

、
こ
れ
を
後
世
の
制
作
や
偽
文
書
と
す
る
疑
い
は
無
用
で
あ
る
。

一
四　

今
川
了
俊
書
下
写　

至
徳
二
（
一
三
八
五
）
年
十
月
五
日　

（
一
〇
三
）

　

原
本
に
は
極
書
が
あ
る
。

番
外　

［近
世
覚
書
］

　

翻
刻
を
掲
げ
て
お
く
（
句
読
点
は
河
窪
が
付
け
た
。　

」
は
改
行
を
示
す
）
。

　
　

是
迄
之
拾
四
通
證
文
之
儀
者
、
天
文
廿
一
年
國
丸
三
歳
之
砌
、
」
乳
母
人

　
　

共
ニ
家
来
大
和
治
部
之
丞
貞
秀
と
云
者
、
密
ニ
連
落
」
け
り
（
ヵ
）
節
、

　
　

系
圖
ニ
相
添
持
参
之
分
。
其
身
者
直
様
筑
前
ニ
帰
ル
。
」
跡
之
拾
壱
通
之

　
　

儀
者
、
氏
貞
死
去
已
後
散
々
ニ
相
成
候
節
、
貞
秀
事
、
」
天
正
十
五
年
ニ
亦
々

　
　

尋
来
り
候
砌
、
持
参
之
分
。
左
候
而
、
大
井
邊
ニ
而
暫
ク
」
一
所
ニ
浪
人

　
　

相
立
居
候
處
、
藝
州
え
罷
越
候
由
ニ
而
、
其
後
不
帰
、
行
ゑ
不
相
知
。

　

大
和
貞
秀
は
、
天
正
六
年
に
再
建
さ
れ
た
本
殿
の
棟
上
置
札
に
「
鞍
置
馬　

御
太
刀
一
腰　

大
和
治
部
丞
貞
秀
」

（
註
６
）

と
み
え
る
。
ま
た
焼
失
し
た
拝
殿
再
建
を

誓
っ
た
、
天
正
十
四
年
八
月
朔
日
宗
像
氏
家
臣
連
署
願
文

（
註
７
）

の
連
署
者
に
連
な

る
が
、
花
押
は
押
さ
れ
て
い
な
い
。
右
の
覚
書
の
内
容
は
お
い
て
も
、
大
和
貞

秀
は
実
在
の
人
物
と
考
え
て
良
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
。
大
井
は
、
現
在
の

山
口
県
萩
市
大
井
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
覚
書
に
は
押
紙
が
二
点
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
点
は
「
将
軍
義
詮

公
」
で
、
元
は
写
一
二
号
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
も
の
、
も
う
一
点
は
「
今
川
了

俊
判
形
」
で
、
元
は
写
一
四
号
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
時
間
の

経
過
と
共
に
外
れ
て
元
の
位
置
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も

か
く
も
紛
失
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ
る
。
宗
像
家
で
は
こ
の

古
文
書
類
を
大
切
な
家
宝
と
し
て
伝
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
些
細
な
こ
と
に

も
そ
の
思
い
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
五　

大
内
持
世
安
堵
書
下
写　

（
年
欠
）
十
一
月
五
日　

（
一
三
四
）

　

本
紙
奥
に
「
永
万
元
ヨ
リ
天
和
元
マ
テ
五
百
十
七
年
ニ
成
」
と
書
か
れ
た
押

紙
が
あ
る
。
元
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
臨
写
の
時
期
、
つ
ま
り
は
大
阪
宗

像
家
文
書
の
成
立
時
期
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。

一
六　

大
内
義
興
書
状
写　

（
年
欠
）
五
月
十
三
日　

（
一
三
六
）

　

原
本
に
は
極
書
が
あ
る
が
、写
に
は
な
い
。
原
本
の
料
紙
は
切
紙
で
あ
る
が
、

写
は
竪
紙
を
用
い
て
い
る
。
宗
像
大
宮
司
正
氏
に
対
す
る
感
状
で
、
義
興
家
臣

杉
興
重
に
属
し
て
の
合
戦
勲
功
を
賞
し
て
い
る
が
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
。

写
に
は
「
大
永
五
酉
年
ト
考
」
と
い
う
押
紙
が
あ
る
が
、
尼
子
氏
と
の
合
戦
を

念
頭
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
興
重
の
官
途
か
ら
大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
は

誤
り
で
あ
る
。

一
七　

大
内
義
隆
書
状
写　

（
年
欠
）
八
月
十
六
日　

（
一
三
九
）

　

原
本
に
は
極
書
が
あ
る
が
、
写
に
は
な
い
。
袖
に
「
大
内
公
」
、
花
押
上
に
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「
大
内
義
隆
公
」
、
年
号
横
に
「
天
文
元
辰
年
ト
考
」
と
い
う
押
紙
が
あ
る
。
年

代
比
定
は
、
義
隆
の
筑
前
国
進
出
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

一
八　

大
内
義
隆
書
状　

（
年
欠
、
天
文
二
年
・
一
五
三
三
）
卯
月
五
日

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
山
口
県
地
方
史
に
多
大
な
功

績
を
残
し
た
近
藤
清
石

（
註
８
）

が
、

周
防
・
長
門
国
に
流
出
し
た

宗
像
大
宮
司
家
関
係
文
書
を

書
写
し
て
ま
と
め
た
書
冊
が

あ
る

（
註
９
）

。
明
治
四
十
一
（
一
九

〇
八
）
年
に
当
時
の
宗
像
神

社
に
奉
納
さ
れ
て
現
在
に
至

る
。
こ
の
書
写
本
の
中
に
本

史
料
の
写
が
あ
り
、
近
藤
清

石
は
「
宗
像
友
一
郎
蔵
」
と

し
て
い
る
。
昭
和
六
（
一
九

三
一
）
年
に
伊
東
尾
四
郎
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
宗
像

郡
誌
』
中
編
に
も
活
字
と
な

っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
「
宗
像
半
之
助
所

蔵
」
と
あ
る
。
友
一
郎
、
半

之
助
は
親
子
で
、
商
人
宗
像

家
の
末
裔
で
あ
り
、
相
伝
関

係
に
疑
問
は
無
い
。
近
藤
清

石
の
書
写
で
は
、
文
末
の
「
猶
杉
三
河
守
可
申
候
」
の
と
こ
ろ
、
「
杉
」
が
脱

落
し
て
い
る
。
『
宗
像
郡
誌
』
も
同
じ
く
脱
落
し
て
い
る
か
ら
、
伊
東
尾
四
郎

は
こ
の
書
写
本
を
閲
覧
し
て
収
録
し
た
の
だ
ろ
う
。
本
史
料
が
正
文
か
写
か
と

い
う
点
を
検
討
し
よ
う
。
大
内
氏
の
大
友
氏
居
城
立
花
城
攻
撃
に
お
け
る
勲
功

を
賞
し
た
も
の
で
、
宛
所
の
「
黒
川
刑
部
少
輔
」
も
宗
像
正
氏
の
改
名
後
の
出

来
事
で
あ
り
矛
盾
は
無
く
、
内
容
も
問
題
無
い
。
料
紙
寸
法
は
縦
一
九
・
九
㎝
、

横
三
八
・
〇
㎝
で
あ
る
。
写
一
六
、
写
二
四
、
写
二
五
は
、
原
本
は
切
紙
で
あ

る
が
写
で
は
竪
紙
を
用
い
て
書
写
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
料
紙
は
地
が
い
く

ら
か
裁
た
れ
て
お
り
、
切
紙
と
す
る
に
は
縦
長
の
料
紙
で
は
あ
る
が
竪
紙
と
も

言
い
難
い
。
ま
た
、
義
隆
の
花
押
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
感
じ
は
否
め
な
い
。
判

断
は
難
し
く
、
正
文
の
可
能
性
の
あ
る
史
料
と
し
て
お
き
た
い
。
先
述
の
一
一

号
と
同
様
に
ご
意
見
を
賜
り
た
い
。

　

写
に
は
年
号
横
に
「
天
文
二
巳
年
ト
考
」
、
花
押
横
に
「
大
内
公
」
と
い
う

押
紙
が
あ
る
。
年
代
、
人
名
の
比
定
は
正
し
い
。

一
九　

大
内
氏
奉
行
人
連
署
副
状
写　

（
年
欠
）
七
月
廿
日　

（
一
四
三
）

　

原
本
、
写
共
に
、
署
名
右
横
に
人
名
比
定
の
押
紙
が
あ
る
が
、
両
者
が
そ
れ

ぞ
れ
に
押
紙
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
名
比
定
は
全
て
正
し
い
。
写
に
は

日
付
右
横
に
「
天
文
二
巳
年
ト
考
」
と
あ
る
。
連
署
者
の
杉
宗
長
が
法
名
を
用

い
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
文
十
年
以
降
で
あ
り
、
こ
の
年
代
比
定
は
誤
り
で
あ

る
。

二
〇　

大
内
氏
奉
行
人
連
署
書
状
写　

天
文
十
八
（
一
五
四
九
）
年
八
月
廿
七

　
　

日　

（
一
四
六
）

　

原
本
は
、
連
署
者
五
人
が
裏
花
押
を
据
え
た
案
文
で
あ
る
が
、
こ
の
写
も
裏

花
押
を
書
い
て
い
る
。
各
連
署
者
に
人
名
比
定
の
押
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、

大内義隆書状
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貫
隆
仲
と
岡
部
隆
景
の
押
紙
位
置
が
入
れ
替
わ
り
、
岡
部
隆
景
の
人
名
比
定
は

「
田
原
尾
張
守
隆
景
」
と
誤
っ
て
い
る
。
興
理
に
は
「
興
理
ハ
未
考
」
、
隆
仲
に

は
「
貫
兵
部
丞
隆
仲
」
、
興
盛
に
は
「
内
藤
下
野
守
興
盛
」
、
重
矩
に
は
「
杉
伯

耆
守
重
矩
」と
押
紙
が
あ
っ
て
人
名
比
定
は
正
し
い
。
日
付
横
に
「
将
軍
実
朝
公
」

と
い
う
押
紙
が
あ
る
。
こ
の
史
料
群
に
は
源
実
朝
発
給
史
料
は
無
い
が
、
写
三

号
の
関
東
下
知
状
写
に
「
依
鎌
倉
殿
仰
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
三
代
将
軍
源

実
朝
を
指
す
こ
と
か
ら
元
来
は
写
三
号
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
一　

大
内
晴
英
書
状
写　

（
天
文
二
十
一
年
）
九
月
十
一
日　

（
一
四
七
）

　

原
本
に
は
極
書
が
あ
る
。
写
に
は
署
名
右
横
に
「
陶
中
務
少
輔
晴
英
」
と
あ

り
、
極
書
と
同
じ
人
名
比
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
閲
覧
で
は
な
い
と
考
え
る
。

日
付
左
横
に
「
天
文
廿
一
年
子
ノ
年
と
考
」
と
あ
り
、
こ
の
年
代
比
定
は
正
し

い
。

二
二　

遠
賀
庄
山
田
郷
惣
田
数
注
文
写　

永
禄
三　

二
月
十
六
日　

（
一
五
三
）

　

押
紙
等
は
無
い
。
原
本
と
同
じ
字
配
り
で
、
書
体
も
良
く
書
き
写
し
て
い
る
。

二
三　

宗
像
大
宮
司
氏
貞
ヵ
手
負
注
文
写
（
後
欠
）　

（
一
六
六
）

　

永
禄
三
（
一
五
六
〇
）
年
三
月
の
許
斐
城
攻
防
の
報
告
で
あ
る
が
、
草
刈
家

に
も
た
ら
さ
れ
た
時
点
で
既
に
後
欠
と
な
っ
て
い
た
。
注
文
を
受
け
取
っ
た
毛

利
隆
元
の
袖
証
判
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
書
が
褒
賞
を
担
保
す
る
大
切
な
も
の

で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
戦
国
期
の
動
乱
に
よ
っ
て
後
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

証
判
横
の
押
紙
「
毛
利
隆
元
御
判
形
」
は
正
し
い
が
、
本
文
末
の
「
永
禄
四
酉

年
ト
考
」
は
誤
り
で
あ
る
。

二
四　

毛
利
輝
元
書
状
写　

（
年
欠
）
八
月
廿
五
日　

（
一
五
九
）

　

原
本
に
は
極
書
が
あ
り
、
料
紙
は
切
紙
で
あ
る
が
写
は
竪
紙
を
用
い
て
い
る
。

日
付
左
横
に
押
紙
「
天
正
元
酉
年
ト
考
」
と
あ
る
が
、
写
二
五
号
原
本
で
あ
る

『
宗
像
大
社
文
書
』
一
六
〇
号
注
解
に
あ
る
よ
う
に
、
天
正
十
二
年
が
正
し
い
。

二
五　

真
木
嶋
昭
光
・
一
色
昭
秀
連
署
副
状　

（
年
欠
）
九
月
四
日　

（
一
六
〇
）

　

原
本
は
切
紙
で
あ
る
が
写
は
竪
紙
で
あ
る
。
日
付
右
横
に
押
紙
「
天
正
元
酉

年
ト
考
」
が
あ
る
が
、
前
号
と
同
じ
く
天
正
十
二
年
が
正
し
い
。
二
人
の
署
判

の
間
に
押
紙
「
真
木
嶋
玄
番
頭
」
と
あ
る
。

番
外

「勘
合
之
印
写
」

　

宗
像
大
社
が
所
蔵
す
る
「
伝
勘
合
印
」
の
印
影
で
あ
る
。
臨
写
史
料
作
成
時

に
は
こ
の
印
章
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
古
文
書
群
と
共
に
宗
像
の
地
に
返

納
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
、
印
章
の
作
成
者
、
時
期
、

作
成
意
図
等
課
題
が
残
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

宗
像
系
図
一
巻

　

『
宗
像
郡
誌
』
中
編
に
は
『
訂
正
宗
像
大
宮
司
系
譜
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

先
に
紹
介
し
た
近
藤
清
石
が
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
、
宗
像
系
図
に

校
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
像
系
図
に
あ
た
る
。
近
藤
清
石
は
例
言

に
お
い
て
、
宗
像
大
宮
司
家
は
断
絶
し
た
が
「
我
山
口
県
ニ
歴
然
タ
ル
血
胤
ア

リ
」
と
い
う
。
「
其
遠
孫
友
一
郎
ト
云
フ
者
、
幼
時
、
余
ト
手
習
ノ
師
ヲ
同
ジ

ク
ス
ル
ヲ
以
テ
、
系
譜
・
古
文
書
ヲ
借
写
セ
リ
」
と
、
史
料
閲
覧
の
事
情
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
番
外
の
［
近
世
覚
書
］
も
例
言
に
納
め
て
お
り
、

こ
の
文
書
群
を
閲
覧
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
他
に
も
宗
像
大
社
所
蔵
の
中

世
の
系
図
類
も
閲
覧
し
て
お
り
、
近
藤
清
石
の
博
覧
強
記
が
十
分
に
発
揮
さ
れ

て
『
訂
正
宗
像
大
宮
司
系
譜
』
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

藩
士
草
刈
家
に
お
い
て
も
宗
像
系
図
が
作
成
さ
れ
て
、
古
文
書
類
と
共
に
宗

像
の
地
に
返
納
さ
れ
た
。
近
世
の
宗
像
神
社
神
官
家
で
あ
っ
た
深
田
家
が
所
蔵
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（
１
） 

『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
宗
像
大
社
文
書
編
纂
刊
行
委
員
会
、
平
成
四
年
）

 
 
 

解
題
（
執
筆
者
川
添
昭
二
）
参
照
。

（
２
）  

森
繁
夫
『
古
筆
鑑
定
と
極
印
』
（
臨
川
書
店
、
昭
和
六
十
年
復
刻
）
、
野
間
光 

 
 
 

辰
「
藤
本
箕
山
の
生
涯
」
（
京
都
大
学
国
文
学
会
『
国
語
・
国
文
』
九
巻
八
号
、

 
 
 

昭
和
十
四
年
）
。

（
３
） 

本
紙
の
中
世
文
書
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
に
伴
う
修
理
事
業
に
よ
っ

　

 

て
、
全
て
の
極
書
が
本
紙
か
ら
外
さ
れ
た
。
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
影
印
本　
　

 
 
 

巻
末
に
「
極
書
一
覧
」
を
収
録
。

（
４
） 

野
木
雄
大
「
最
後
の
大
宰
府
守
護
所
下
文
と
宗
像
大
宮
司
家
」（
『
沖
ノ
島
研
究
』

し
、
現
在
は
宗
像
大
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
系
図
は
二
本
存
在
し
た
の
で
あ

り
、
大
宮
司
氏
貞
ま
で
は
全
く
の
同
文
で
あ
る
。
そ
の
後
、
草
刈
家
で
は
氏
貞

娘
が
嫁
し
た
重
継
以
降
の
萩
藩
士
草
刈
氏
系
図
を
続
け
る
。
一
方
商
人
宗
像
家

で
は
、
宗
像
で
の
難
を
逃
れ
た
幼
子
が
成
人
し
、
そ
の
息
子
が
萩
で
油
を
商
う

商
家
を
起
こ
し
た
こ
と
を
記
し
て
終
わ
る
。

利
用
方
法

　

宗
像
大
宮
司
家
と
の
所
縁
を
持
つ
二
つ
の
家
系
の
邂
逅
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
大
阪
宗
像
家
文
書
は
、
そ
の
背
景
に
関
わ
り
あ
っ
た
人
々
の
人
生
が
見
え
る

生
き
た
史
料
群
で
あ
る
。
ま
た
、「
文
書
」
と
い
う
形
態
で
は
唯
一
の
存
在
で

あ
る
中
世
史
料
二
点
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
画
像
閲
覧
は
、
新
修
宗
像

市
史
編
集
委
員
会
に
許
可
を
求
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
画
像
の
使
用
に
あ
た
っ

て
は
、
市
史
編
集
委
員
会
を
通
じ
て
所
有
者
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。

註 

 
 
 

六
号
、
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会
、
令
和

 
 
 

二
年
）
に
お
い
て
本
史
料
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
発
表
以
前
に
宗
像
大
社
所
蔵
と

 
 
 

の
誤
解
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
が
、
本
稿
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
。

（
５
）  

文
和
二
年
十
二
月
廿
五
日
、
室
町
幕
府
執
事
仁
木
頼
章
施
行
状
（
宗
像
大
社

 
 
 

所
蔵
、
出
光
佐
三
氏
奉
納
文
書
二
七
号
、
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
収
録
）
。

（
６
）  

第
一
宮
御
宝
殿
棟
上
置
札
（
宗
像
大
社
所
蔵
、
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
四
巻
収

 
 
 

録
）
。

（
７
）  

天
正
十
四
年
八
月
朔
日
、
宗
像
氏
家
臣
連
署
願
文
（
宗
像
大
社
所
蔵
、
嶺
家

 
 
 

文
書
一
一
号
、
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
収
録
）
。

（
８
）  『
山
口
県
地
方
史
研
究
の
先
駆
者　

近
藤
清
石
』
（
山
口
県
立
山
口
博
物
館
図

 
 
 

録
、
平
成
四
年
）
。

（
９
）  『
近
藤
清
石
写
本
』
（
宗
像
大
社
所
蔵
、
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
収
録
）
。

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）


